
（出典：厚労省調査より作成）

○全国の病院に占める
公立病院の割合

○公立病院の役割

※表は医療施設動態調査（令和７年３月末）（厚労省）より作成
※表の「公立病院」は、地方公営企業の病院及び公営企業型地方独立
行政法人病院
※表の「公的病院」は、公立大学附属病院や日本赤十字社、済生会、
厚生連等が開設・運営する病院

 全国の病院に占める公立病院の割合は、病院数で約11％、病床数で約14％。

 民間病院の立地が困難なへき地等における医療や、救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門

に係る医療、民間病院では限界のある高度・先進医療の多くを公立病院が担っている。

全国の病院に占める公立病院の役割

病院数 病床数

844 198,549

(10.5%) (13.6%)

317 121,595

(3.9%) (8.3%)

334 101,061

(4.2%) (6.9%)

6,549 1,043,321

(81.4%) (71.2%)

公　　　的

そ　の　他

全　　　体 8,044 1,464,526

公　　　立

国　　　立



所在市区町村

の人口

病 院 数
※地独法を含む

合計 ８４４

23区及び指定都市

30万人以上

10万人～30万人

５万人～10万人

３万人～５万人

３万人未満

８０

６１

１５３

１５６

１２４

２７０

○ 公立病院の約６５％（５５０団体）は
１０万人未満、約３２％（２７０団体）は
３万人未満の市町村に所在しており、
小規模団体の割合が高い傾向にある

全公立病院の
６５．２％

全公立病院の
３２．０％

※ 表の病院数は、令和６年度における地方公営企業の病院及び公営企業型
地方独立行政法人病院（建設中の病院を除く。）

【所在市区町村人口区分別の公立病院数】

○ 過疎地域等の条件不利地域を多く
抱える都道府県は、全病床数に占める
公立病院の病床数の割合が比較的
高い傾向にある

【公立病院の病床数の割合が高い都道府県】

（出典：令和６年度医療施設調査（厚労省））

（参考） 東京都 １０．１％
  大阪府 １１．２％

都道府県名
割合
（％）

公立病院の病床数
／全病床数

山形県 ４５．０ ４,７８７／１０,６４８

岩手県 ４２．０ ５,２１２／１２,４０８

青森県 ３７．３ ４,７０７／１２,６２４

富山県 ３２．１ ３,８９４／１２,１１５

山梨県 ３１．６ ２,６８５／８,４９７

滋賀県 ３１．２ ３,７４９／１２,０１０

島根県 ３１．２ ２,３９７／７,６８２

和歌山県 ３１．０ ３,２７７／１０,５７６

静岡県 ３０．７ ９,１５５／２９,８１６

岐阜県 ２９．８ ４,７４０／１５,８８３

公立病院の立地
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